
茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 待機児童解消のための保育園の整備拡充
方向性 継続 掲載頁 Ｐ 69

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 就学前教育・保育の体制確保

担当課 保育課

施策内容と目標 待機児童解消のため、また保護者の多様な保育ニーズに対応するため、保育園の整備拡充をすすめます。

指標

関連
計画

1 ちがさき男女共同参画推進プラン 2 第２期茅ヶ崎市地域福祉計画

3 4

指標 現状値（H２６） 目標値（R１）

児童数 ２，７３３人（定員数２，６０４人） ３，２８１人

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ R１

３，１３１人 ３，３８０人
３，４５０人

（３，５８０人）
３，６４０人

（３，７６０人）
３，６４０人

（３，７６０人）

A

年度
実績

３，３０８人
３，３５７人

（３，４８９人）
３，４７７人

（３，５９６人）
３，５１９人

（３，６３４人）
３，６９２人

（３，８０８人）

年度
評価 A A A A

H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容 R１の取組内容
現状値である26年4月以降、保育園10園
の新設・分園1園の新設・1園の定員増に
より定員が677人増加し、平成28年4月現
在の保育園の総定員は3,281人、入園児
童数は3,308人となりました。

（年度目標に対する取組以外）

平成28年度に既存保育園1園の移転によ
る11人の定員増を行い、また、既存保育
園のさらなる受入拡大を図りました。なお、
既存保育園１園が認定こども園へ移行し
たため、29年4月現在の保育園の定員は
3,172人・入園児童数は3,357人となりまし
たが、認定こども園へ移行した分を加える
と、定員は3,292人・入園児童数は3,488人
となります。
（年度目標に対する取組以外）
平成27年4月・28年4月と待機児童数が2
年連続で県内ワーストとなった状況を受
け、多様な手法を活用してスピード感を
持って待機児童対策を進めるため、28年9
月に「新たな待機児童解消対策」を定め、
保育所等の整備に加えて保育コンシェル
ジュの配置など14の対策に取り組みまし
た。

平成29年度に保育園2園の新設（小規模
保育事業からの移行）と既存保育園1園の
改修による194人の定員増を行い、受入拡
大を図りました。平成30年4月の定員は
3,305人・入園児童数は3,477人となり、平
成28年度に認定こども園へ移行した分を
加えると、定員は3,425人・入園児童数は
3,596人となります。

（年度目標に対する取組以外）
平成28年9月に策定した「新たな待機児童
解消対策」を最新の状況を踏まえて時点
修正し、従来の取り組みに加えて、「3歳の
壁対策」や保育士確保対策にも重点的に
取り組みました。

平成30年度に保育園1園、小規模保育事
業2園の新設と既存保育園2園の分園等に
よる230人の定員増を行い、既存保育園の
さらなる受入拡大を図りました。平成31年4
月の定員は3,497人・入園児童数は3,519
人となり、平成28年度に認定こども園へ移
行した分を加えると、定員は3,617人・入園
児童数は3,634人となります。

（年度目標に対する取組以外）
平成28年9月に策定した「新たな待機児童
解消対策」を最新の状況を踏まえて時点
修正し、従来の取り組みに加えて、「3歳の
壁対策」や保育士確保対策にも重点的に
取り組みました。

令和元年度は、保育園2園の新設により
146人、既存保育園の分園設置により20人
の定員増を行い、受入拡大を図りました。
令和2年4月の定員は3,663人・入園児童数
は3,692人となり、平成28年度に認定こども
園へ移行した分を加えると、定員は3,783
人・入園児童数は3,808人となります。

（年度目標に対する取組以外）
平成28年9月に策定した「新たな待機児童
解消対策」を最新の状況を踏まえて時点
修正し、重点的な取り組みとして、保育園
の整備拡充だけでなく、幼稚園の預かり保
育への支援強化、保育士の就職機会の拡
大に取り組みました。

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

％A
保育需要の増加に対応するため、茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画の細部計画として、平成28年9月に「新たな待機児童解
消対策」を策定し、待機児童解消のため、また保護者の多様なニーズに対応するため、保育園の整備拡充を進めてきました。そ
の結果、令和2年4月の待機児童は0人となりました。しかしながら、保育需要は依然として増加しているため、新設による受入拡
大だけを対策とするのではなく、既存施設の活用（定員拡大、定員の弾力化など）も進めます。

平成28年4月現在の待機児童数は89
人となっており、4年連続で減少してい
るものの、依然として多い状況である
ことから、継続して対策を進めます。

平成29年4月現在の待機児童数は18
人となり大幅に減少しており、30年4月
の待機児童解消に向けて、さらに取り
組みを進めます。

平成30年4月の待機児童数は13人とな
り、待機児童解消は達成できませんで
したが、0歳と3～5歳の待機児童は解
消できました。保育需要は増加し続け
ており、31年4月の待機児童解消に向
けて、さらなる取り組みを進めます。

平成31年4月の待機児童数は5人とな
り、待機児童解消は達成できませんで
したが、1歳以外の待機児童は解消で
きました。保育需要は増加し続けてお
り、2年4月の待機児童解消に向けて、
さらなる取り組みを進めます。

保育需要の増加に伴い、保育所整備
を拡大しています。

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 113

取組
状況

H２７の取組内容
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茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 小規模保育事業
方向性 新規・拡大 掲載頁 Ｐ 69

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 就学前教育・保育の体制確保

担当課 保育課

施策内容と目標 待機児童解消のため、また保護者の多様な保育ニーズに対応するため、特に待機の多い０歳～３歳未満児を対象とした小規模保育施設の整備拡充をすすめます。

指標

関連
計画

1 2

3 4

指標 現状値（H２６） 目標値（R１）

児童数 ― ３１８人

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ R１

７６人
（４事業所）

１７６人
（１０事業所）

２００人
（１４事業所）

２０８人
（１３事業所）

２３６人
（１４事業所）

A

年度
実績

１００人
（６事業所）

１６９人
（１２事業所）

   １８９人
（１２事業所）

２１８人
（１４事業所）

２１５人
（１４事業所）

年度
評価 A A A A

H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容 R１の取組内容
認可外保育施設からの移行や新設により
整備を進め、28年4月現在で6事業所・定
員100人となりました。

（年度目標に対する取組以外）

認可外保育所からの移行や新設により整
備を進め、29年4月現在で12事業所・定員
198人・入園児童数169人となりました。

（年度目標に対する取組以外）
3歳からの入園先となる連携施設の設定
を進め、29年4月現在で連携できているの
は12事業所中2事業所となっています。

２事業所を新たに整備しました。また、既
存の２事業所については、30年4月から認
可保育所に移行しました。これにより、30
年4月現在で12事業所・定員198人・入園
児童数189人となりました。
（年度目標に対する取組以外）
3歳からの入園先となる連携施設の設定
を進め、30年4月現在で連携できているの
は12事業所中8事業所となっています。

2事業所を新たに整備しました。これによ
り、31年4月現在で14事業所・定員236人・
入園児童数218人となりました。

（年度目標に対する取組以外）
3歳からの入園先となる連携施設の設定
について、新たに１園の設定ができまし
た。31年4月現在で連携できているのは14
事業所中9事業所となりました。

0歳から就学前までの児童を受け入れ可
能な保育所の整備を進めたため、小規模
保育事業は整備していません。R2年4月
現在で14事業所・定員236人・入園児童数
215人となりました。

（年度目標に対する取組以外）
3歳からの入園先となる連携施設の設定
について、新たに１園の設定ができまし
た。R2年4月現在で連携できているのは14
事業所中10事業所となりました。

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

％C
平成３０年度までは、待機児童の大部分を占める低年齢児を対象とした小規模保育事業の整備を進めました。保育の受け皿の整備として
は待機児童、保留児童の状況を見据え、小規模保育事業の整備に限らず、最善の方法により取り組みを進めてきました。その結果、令和
２年４月の待機児童は０人となりました。今後も既存施設の活用等を含めて、保育を必要とする方へ提供するための取り組みを進めます。
小規模保育事業に関しては、連携施設の設定について積極的に関与して進めることとします。

待機児童の8割以上が3歳未満の低年齢
児であることから、3歳未満の児童を対象
とする本事業の整備を重点的に進めま
す。また、3歳からの受皿となる連携施設
の検討を進めます。

待機児童の8割以上が3歳未満の低年齢
児であることから、3歳未満の児童を対象
とする本事業の整備を重点的に進めま
す。また、3歳からの入園先となる連携施
設の設定について、市が積極的に関与し
て進めます。

低年齢児の待機児童を解消するため、3
歳以降の入園先の見通しがたつ地域にお
いて本事業の整備を進めます。また、3歳
からの入園先となる連携施設の設定につ
いて、引き続き市が積極的に関与して進
めます。

幼児教育無償化の影響もあり、低年齢児
だけでなく３歳以降の需要増加も見込ま
れるため、保育所の整備を進めます。ま
た、3歳からの入園先となる連携施設の設
定については、引き続き市が積極的に関
与して進めます。

待機児童の大部分を占める低年齢児を対
象とした小規模保育事業の整備を進めて
きたが、「３歳の壁」対策や幼児教育・保育
の無償化による３歳以降の需要増が見込
まれる。そのため、保育所の整備を優先
に行う必要があり、小規模保育事業の整
備を調整しているため。

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 68

取組
状況

H２７の取組内容
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茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 延長保育事業
方向性 継続 掲載頁 Ｐ 71

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 保育サービスの充実

担当課 保育課

施策内容と目標 保護者の多様な就労形態に対応するため、延長保育を実施します。

関連
計画

1 2

3 4

公立保育園６園、公設民営保育園１
園、民間保育園３０園の全認可保育園
３７園で実施する。（分園は本園と一体
とする）

公立保育園６園、公設民営保育園１
園、民間保育園３２園の全認可保育園
３９園で実施する。（分園は本園と一体
とする）

公立保育園６園、公設民営保育園１
園、民間保育園３１園の全認可保育園
３８園で実施する。（分園は本園と一体
とする）

公立保育園６園、公設民営保育園１
園、民間保育園３３園の全認可保育園
４０園で実施する。（分園は本園と一体
とする）

指標

指標 現状値（H２６） 目標値（R１）

実施施設数 全保育園（２７か所）（Ｈ２５）
全保育園

児童数 １，４４０人（Ｈ２５）

公立保育園６園、公設民営保育園１
園、民間保育園３５園の全認可保育園
４２園で実施する。（分園は本園と一体
とする）

年度
実績

全保育園（３７園） 全保育園（３９園） 全保育園（３８園） 全保育園（４０園） 全保育園（４２園）

年度
評価

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ R1

取組
状況

A
R１の取組内容

公立保育園６園、公設民営保育園１園、
民間保育園３０園で４９，６６８人（１園あた
り月平均１０９人）の延長保育を実施。午
後６時から午後７時（６園では午後８時）ま
で実施し、就労形態の多様化等に伴う延
長保育の需要への対応を図った。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園６園、公設民営保育園１園、
民間保育園３２園で７５，５９３人（１園あた
り月平均１６１人）の延長保育を実施。午
後６時から午後７時（２園では午後７時３０
分、８園では午後８時）まで実施し、就労形
態の多様化等に伴う延長保育の需要への
対応を図った。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園６園、公設民営保育園１園、
民間保育園３１園で９１，０６６人（１園あた
り月平均１９９人）の延長保育を実施。午
後６時から午後７時（２園では午後７時３０
分、８園では午後８時）まで実施し、就労形
態の多様化等に伴う延長保育の需要への
対応を図った。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園６園、公設民営保育園１園、
民間保育園３３園で８７，５８４人（１園あた
り月平均１８２人）の延長保育を実施。午
後６時から午後７時（３園では午後７時３０
分、９園では午後８時）まで実施し、就労形
態の多様化等に伴う延長保育の需要への
対応を図った。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園６園、公設民営保育園１園、
民間保育園３５園で７４，３２８人（１園あた
り月平均１４７人）の延長保育を実施。午
後６時から午後７時（３園では午後７時３０
分、１２園では午後８時）まで実施し、就労
形態の多様化等に伴う延長保育の需要へ
の対応を図った。

（年度目標に対する取組以外）

H２７の取組内容 H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容

A A A A

次年度開設する園の実施も含めた全保育
園での実施

全保育園での継続実施 次年度開設する園の実施も含めた全保育
園での実施

次年度開設する園の実施も含めた全保育
園での実施

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 100 ％A

保護者の多様な就労形態に対応するため、全保育園で延長保育を実施してきました。新型コロナウイルス感染症の影響は、就
労形態の多様化にも及ぶことが考えられます。今後も就労形態の多様化等に伴う延長保育の需要に対応するため、長時間の
保育が子どもの負担とならないように配慮しながら、事業を推進します。
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茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 一時預かり事業
方向性 拡大 掲載頁 Ｐ 71

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 保育サービスの充実

担当課 保育課

施策内容と目標 保育園等において冠婚葬祭、保護者の傷病・入院等、理由を問わず、緊急・一時的な保育が必要な児童に対して行います。

指標

関連
計画

1 2

3 4

１２か所 １３か所 １８か所 １９か所

指標 現状値（H２６） 目標値（R１）

実施施設数 ８か所（Ｈ２５）
１２か所

延べ利用日数 １，９４４日（Ｈ２５）

１９か所

年度
実績

１３か所 １８か所 １７か所 １７か所 １７か所

年度
評価

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ R１

取組
状況

A
R１の取組内容

公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園１３園で実人数５９５人、年間
延べ５，９２７人の一時預かりを実施。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園１６園で実人数７６９人、年間
延べ５，４６７人の一時預かりを実施。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園１４園、認定こども園１園で実
人数５４９人、年間延べ３，５９２人の一時
預かりを実施。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園１４園、認定こども園１園で実
人数４４９人、年間延べ３，６９９人の一時
預かりを実施。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園１４園、認定こども園１園で実
人数２４２人、年間延べ２，５２１人の一時
預かりを実施。

（年度目標に対する取組以外）

H２７の取組内容 H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容

A A A A

次年度開設する園での実施 事業実施園の継続実施 次年度開設する園での実施
事業実施園の継続実施

次年度開設する園での実施
事業実施園の継続実施

新規園の開園による保育施設数の増加等
のため。

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 142 ％A

保育園等において、理由を問わず一時的な保育が必要な児童に対して、一時預かり事業を実施してきました。実施施設につい
ては、保育園等の増加に伴い増加し、保護者が利用する施設の選択肢を増やすことができました。今後も、子育てを支援する事
業として保護者が円滑に利用できるように推進します。
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茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 病後児保育事業
方向性 継続 掲載頁 Ｐ 71

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 保育サービスの充実

担当課 保育課

施策内容と目標 保育園に通園している児童等が病気の回復期において集団保育が困難な期間、児童等を一時的に預かる病後児保育（施設型）を導入します。

指標

関連
計画

1 2

3 4

１か所
延べ利用日数２４０日

１か所
延べ利用日数２４０日

１か所
延べ利用日数２４０日

１か所
延べ利用日数２４０日

指標 現状値（H２６） 目標値（H３１）

実施施設数 １か所（Ｈ２５）
１か所

延べ利用日数 １０６日（Ｈ２５）

１か所
延べ利用日数２４０日

年度
実績

１か所
延べ利用日数２６７日

１か所
延べ利用日数２０６日

１か所
延べ利用日数２５９日

１か所
延べ利用日数２０２日

１か所
延べ利用日数１４６日

年度
評価

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ H３１

取組
状況

A
H３１の取組内容

市内で唯一の病後児保育を実施し、保育
等が必要な回復期にある児童を預かるこ
とで、保護者の就労や負担軽減に寄与
し、保育ニーズへの対応を図った。

（年度目標に対する取組以外）
今年度より開始された子ども・子育て支援
新制度への対応として、新たに地域型保
育事業を対象者とした。

市立中海岸保育園で病後児保育を実施
し、保育等が必要な病気の回復期にある
児童を預かることで、保護者の就労や負
担軽減に寄与し、保育ニーズへの対応を
図った。

（年度目標に対する取組以外）

市立中海岸保育園で病後児保育を実施
し、保育等が必要な病気の回復期にある
児童を預かることで、保護者の就労や負
担軽減に寄与し、保育ニーズへの対応を
図った。

（年度目標に対する取組以外）

市立中海岸保育園で病後児保育を実施
し、保育等が必要な病気の回復期にある
児童を預かることで、保護者の就労や負
担軽減に寄与し、保育ニーズへの対応を
図った。

（年度目標に対する取組以外）

市立中海岸保育園で病後児保育を実施
し、保育等が必要な病気の回復期にある
児童を預かることで、保護者の就労や負
担軽減に寄与し、保育ニーズへの対応を
図った。

（年度目標に対する取組以外）

H２７の取組内容 H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容

A A A A

実績（利用者数・キャンセル数・定員を
超えたためお断りした数など）の把握
に努める。

キャンセル数や定員超過でお断りした
数も含めた実際の保育ニーズを踏ま
え、適切な運営を行うよう努める。

キャンセル数や定員超過でお断りした
数も含めた実際の保育ニーズを踏ま
え、適切な運営を行うよう努める。

キャンセル数や定員超過でお断りした
数も含めた実際の保育ニーズを踏ま
え、適切な運営を行うよう努める。

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 100 ％A

保護者の多様なニーズに対応するため、市内の唯一の病後児保育事業を中海岸保育園で実施してきました。令和元年度の延
べ利用日数は新型コロナウイルス感染症の影響もあり落ち込みましたが、５年間を平均して２１６日となり、現状値（Ｈ２６）１０６
日を上回る結果となりました。今後は、より多く利用できるよう周知に努めるとともに、稼働率の向上に取り組みます。
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茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 障害児保育事業
方向性 継続 掲載頁 Ｐ 71

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 保育サービスの充実

担当課 保育課

施策内容と目標 保育士等の体制を整えることにより、障害のある子どもの保育を実施します。

指標

関連
計画

1 2

3 4

指標 現状値（H２６） 目標値（H３１）

実施施設数 全保育園（２７か所）（Ｈ２５） 全保育園

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ H３１

保育を必要とする要件を持つ障害児を
受け入れるため、公立園では臨時職
員の加配、公設民営保育園では委託
料の加算、民間園に対しては助成を行
う。

保育を必要とする要件を持つ障害児を
受け入れるため、公立園では臨時職
員の加配、公設民営保育園では委託
料の加算、民間園に対しては助成を行
う。

保育を必要とする要件を持つ障害児を
受け入れるため、公立園では臨時職
員の加配、公設民営保育園では委託
料の加算、民間園に対しては助成を行
う。

保育を必要とする要件を持つ障害児を
受け入れるため、公立園では臨時職
員の加配、公設民営保育園では委託
料の加算、民間園に対しては助成を行
う。

保育を必要とする要件を持つ障害児を
受け入れるため、公立園では臨時職
員の加配、公設民営保育園では委託
料の加算、民間園に対しては助成を行
う。

A

年度
実績

全保育園３７か所 全保育園３９か所 全保育園３８か所 全保育園４０か所 全保育園４２か所

年度
評価 A A A A

H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容 H３１の取組内容
新規開設園を含めすべての保育園が障
害児保育の受け皿となり、実際に障害児
の受入をした保育園へは職員加配にかか
る助成等を行いました。
（年度目標に対する取組以外）

新規開設園を含めすべての保育園が障
害児保育の受け皿となり、実際に障害児
の受入をした保育園へは職員加配にかか
る助成等を行いました。
（年度目標に対する取組以外）

新規開設園を含めすべての保育園が障
害児保育の受け皿となり、実際に障害児
の受入をした保育園へは職員加配にかか
る助成等を行いました。
（年度目標に対する取組以外）

新規開設園を含めすべての保育園が障
害児保育の受け皿となり、実際に障害児
の受入をした保育園へは職員加配にかか
る助成等を行いました。
（年度目標に対する取組以外）

新規開設園を含めすべての保育園が障
がい児保育の受け皿となり、実際に障が
い児の受入をした保育園へは職員加配に
かかる助成等を行いました。
（年度目標に対する取組以外）

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

％A
新規開設園を含めすべての保育所が障がい児保育の受け皿となり、実際に障がい児の受入をした保育園へは職員加配にかか
る助成等を行いました。今後も事業を継続して行い、保育士等を手厚く配置することにより、障がいのある子どもへの保育の充
実を図ります。

次年度開設する園での実施 全保育園での継続実施 次年度開設する園での実施
全保育園での継続実施

次年度開設する園での実施
全保育園での継続実施

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 100

取組
状況

H２７の取組内容
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茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 保育士等研修事業
方向性 継続 掲載頁 Ｐ 71

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 保育サービスの充実

担当課 保育課

施策内容と目標 認可保育園や認可外保育施設等の保育従事者を対象に研修を実施し、全市的に質の高い保育を提供することを目指します。

指標

関連
計画

1 2

3 4

指標 現状値（H２６） 目標値（R１）

研修回数 年１０回（Ｈ２５） 年１２回

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ R１

年１０回 年４回 年１０回 年１０回 年１０回

A

年度
実績

年１０回 年７回 年１０回 年１０回 年１０回

年度
評価 A A A A

H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容 R１の取組内容
市内の保育従事者を対象とした研修会を
行い、延べ７５６名の参加がありました。

（年度目標に対する取組以外）

市内の保育従事者を対象とした研修会を
行い、延べ６５９名の参加がありました。

（年度目標に対する取組以外）

市内の保育従事者を対象とした研修会を
行い、延べ７５１名の参加がありました。

（年度目標に対する取組以外）

市内の保育従事者を対象とした研修会を
行い、延べ８６８名の参加がありました。

（年度目標に対する取組以外）

市内の保育従事者を対象とした研修会を
行い、延べ８０１名の参加がありました。

（年度目標に対する取組以外）

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

％A
研修の実施にあたっては、毎回実施後に参加者アンケートを実施し、アンケート結果から研修内容を精査し、次年度の研修計画につなげて
きました。実施回数としては目標値より少ない結果となっていますが、保育所等で課題になっていることや取り入れたい保育内容等をテーマ
として、必要な回数を実施し、質の維持・向上につながるよう研修を実施してきました。今後も保育の質の維持・向上につながるよう、研修内
容を精査しながら実施します。

研修内容の充実 研修内容・回数の充実 研修内容の充実 研修内容の充実 参加者アンケートから、研修内容を毎年精
査し、必要な回数を実施した。目標回数よ
りも少ない結果となっているが、質の維
持・向上につなげる研修を実施した。

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 83

取組
状況

H２７の取組内容
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茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 家庭的保育事業
方向性 拡大 掲載頁 Ｐ 72

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 保育サービスの充実

担当課 保育課

施策内容と目標
保育園の代替機能として、市に登録している家庭的保育者が、自宅で一定の要件のもとに児童の保育を行います。
※平成２７年度より子ども・子育て支援新制度における地域型保育事業の４類型のうちの１つとして実施

指標

関連
計画

1 2

3 4

指標 現状値（H２６） 目標値（R１）

預かる子の数 ２６人（Ｈ２５） ３０人

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ R１

家庭的保育者７人による児童２６人の
保育を実施する。

家庭的保育者６人による児童２４人の
保育を実施する。

家庭的保育者６人による児童２４人の
保育を実施する。

家庭的保育者６人による児童２４人の
保育を実施する。

家庭的保育者４人による児童１８人の
保育を実施する。

A

年度
実績

家庭的保育者７人
預かり児童定員２６人

家庭的保育者６人
預かり児童定員２２人

家庭的保育者６人
預かり児童定員２４人

家庭的保育者６人
預かり児童定員２４人

家庭的保育者４人
預かり児童定員１８人

年度
評価 A A A A

H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容 R１の取組内容
保育室の預かり児童数増加に向けて家庭
的保育補助者研修を実施するなど、待機
児童対策及び多様な保育ニーズへの対
応を図った。

（年度目標に対する取組以外）
今年度より開始された子ども・子育て支援
新制度への対応を図った。

市委託事業から認可事業への移行への
対応を図った。地域型保育事業者として、
各保育室において適切に保育の提供が行
われた。

（年度目標に対する取組以外）
子ども・子育て支援新制度において確保
が必要とされている連携施設の調整を
図った。

家庭的保育者で構成する家庭的保育連
絡会において助言等するなど、地域型保
育事業者として、各保育室において適切
に保育の提供が行われるよう対応を図っ
た。

（年度目標に対する取組以外)

保育士による巡回指導で助言等するな
ど、地域型保育事業者として、各保育室に
おいて適切に保育の提供が行われるよう
対応を図った。

（年度目標に対する取組以外）

保育士による巡回指導で助言等するな
ど、地域型保育事業者として、各保育室に
おいて適切に保育の提供が行われるよう
対応を図った。

（年度目標に対する取組以外）
令和元年４月入所者数　１５人

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

％C
待機児童解消対策として、家庭的保育事業は新たに整備する予定がなく、既存施設の閉所に応じて年度目標を下げてきたことから、計画
策定当初に立てた目標値30人は達成しませんでした。今後も地域型保育事業の一つとして、各保育室において保育の提供が適切に行わ
れるよう、巡回指導等を積極的に実施します。

家庭的保育者の定年による保育室数
減少に伴う預かり児童定員減少への
対応

預かり児童定員減少への対応 預かり児童定員減少への対応 預かり児童定員減少への対応 定年前に辞められた保育者が２名いたた
め。また、「３歳の壁」対策や幼児教育・保
育の無償化による３歳以降の需要増が見
込まれるため、保育所の整備を優先に行
い、家庭的保育の整備を調整してきたた
め。

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 60

取組
状況

H２７の取組内容
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茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 認可保育園（民間）への助成
方向性 継続 掲載頁 Ｐ 72

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 保育サービスの充実

担当課 保育課

施策内容と目標 多様な保育ニーズに応え、子どもが安全で快適な生活ができるよう、民間保育園の運営費及び施設整備等を助成します。

指標

関連
計画

1 2

3 4

指標 現状値（H２６） 目標値（R１）

助成対象数 ２０か所（Ｈ２５） 民間保育園全園

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ R１

民間保育園全園に対し、運営費や施
設整備等の助成を行う。

民間保育園全園に対し、運営費や施
設整備等の助成を行う。

民間保育園全園に対し、運営費や施
設整備等の助成を行う。

民間保育園全園に対し、運営費や施
設整備等の助成を行う。

民間保育園全園に対し、運営費や施
設整備等の助成を行う。

A

年度
実績

民間保育園全園（３０園） 民間保育園全園（３２園） 民間保育園全園（３１園） 民間保育園（３３園） 民間保育園（３５園）

年度
評価 A A A A

H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容 R１の取組内容
民間保育所における自主的な施設経営の
促進、経営基盤の安定及び強化、入所児
童の処遇向上を図るため、保育士雇用、
延長保育、一時預かり、障害児保育など
の助成を行った。

（年度目標に対する取組以外）

民間保育所における自主的な施設経営の
促進、経営基盤の安定及び強化、入所児
童の処遇向上を図るため、保育士雇用、
延長保育、一時預かり、障害児保育など
の助成を行った。

（年度目標に対する取組以外）

民間保育所における自主的な施設経営の
促進、経営基盤の安定及び強化、入所児
童の処遇向上を図るため、保育士雇用、
延長保育、一時預かり、障害児保育など
の助成を行った。

（年度目標に対する取組以外）

民間保育所における自主的な施設経営の
促進、経営基盤の安定及び強化、入所児
童の処遇向上を図るため、保育士雇用、
延長保育、一時預かり、障害児保育など
の助成を行った。

（年度目標に対する取組以外）

民間保育所における自主的な施設経営の
促進、経営基盤の安定及び強化、入所児
童の処遇向上を図るため、保育士雇用、
延長保育、一時預かり、障害児保育など
の助成を行った。

（年度目標に対する取組以外）

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

％A
国・県の動向を見据え、必要な項目を見極めながら補助事業を行いました。職員の処遇改善、環境整備が進み、質の高い保育
の提供につながっています。今後もさらなる質の向上を目指し、保育環境の充実を支援する体制を整備します。

保育ニーズの変化等に対応していくため、
国や県の動向を注視し、新たな補助事業
の把握に努め、必要性を見極めながら補
助メニューの追加や変更を検討していく。

待機児童解消を目指すとともに、保育の
質を確保するための補助メニューの追加
や変更を検討していく。

待機児童解消を目指すとともに、保育の
質を確保、保育士確保などの補助メ
ニューの追加や変更を検討していく。

待機児童解消を目指すとともに、現場の
負担を減らし、質の高い保育を提供するこ
とを目的とし、補助メニューの追加や変更
を検討していく。

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 100

取組
状況

H２７の取組内容
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茅ヶ崎市子ども・子育て支援事業計画　施策進捗管理シート

施策名 産休明け保育事業
方向性 継続 掲載頁 Ｐ 75

計画
体系

基本目標 乳幼児期の教育・保育
施策の方向 産休・育休復帰を円滑に利用できる環境の整備

担当課 保育課

施策内容と目標 産休明け保育を導入します。

指標

関連
計画

1 2

3 4

指標 現状値（H２６） 目標値（R１）

実施施設数 ２か所（Ｈ２５） ７か所

年度
目標

H２７ H２８ H２９ H３０ R１

６か所 ７か所 １４か所 １８か所 ２０か所

A

年度
実績

７か所 １３か所 １７か所 １８か所 ２０か所

年度
評価 A A A A

H２８の取組内容 H２９の取組内容 H３０の取組内容 R１の取組内容
公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園５園で実施。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園６園、小規模保育事業所５園
で実施。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園６園、地域型保育事業所９園
で実施。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園７園、地域型保育事業所９園
で実施。

（年度目標に対する取組以外）

公立保育園１園、公設民営保育園１園、
民間保育園７園、地域型保育事業所１１
園で実施。

（年度目標に対する取組以外）

次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 次年度に向けての検討事項 R１年度目標と指標の目標値（R１）の差異の理由

％A
新規園を開設する際の募集要項において、実施するよう努めていただく特別保育等の１つに産休明け保育事業を含めることで、実施施設
数が増加しました。それにより、産休明けから仕事に復帰する必要のある保護者等が利用できる施設の選択肢を増やすことができました。
今後も保育所の申請状況等より保護者のニーズを把握しながら、必要により実施施設の増加を検討していきます。

次年度開設する園での実施 次年度開設する園での実施 次年度開設する園での実施 次年度開設する園での実施 認可保育所及び地域型保育事業等の新
規園の開園に伴い、保育施設数が増加し
ているため。

５年間の評価
と総括

評価 （５年間の総括）

（数値目標がある場合）
達成率 286

取組
状況

H２７の取組内容
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